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5月9日（火）参・法務委
真山勇一議員（民進） 対法務当局（民事局）

3問改正法案の成立に伴う，第三者保証に関する公正
証書の作成について－件当り幾らの手数料を徴収する
ようになるのか， また，その手数料は誰が負担するこ
とになるのか,法務当局に問う。

､ ー

(答）

1 手数料額について

保証意思宣明公正証書の手数料は， 目的の価額が算定
不能な法律行為に係る公正証書と同様に扱い>一律， 1
万1000円とすることを予定している。

（

○

2費用負担について

保証意思宣明公正証書作成の嘱託人は，保証人になろ
うとする者であるから,手数料は保証人になろうとする
者が負担する（注） 。

℃
《

(注）保証意思宣明公正証書は，保証人になろうとする者が主たる債務者
の委託を受けて保証をすることとする場合に作成されることが多いと

考えられるところ，そのような場合には，主たる債務者が手数料の実
質的負担者となることが通常であろうと予想される。
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1 「公正」の基準について
4

公証人の作成した文書は，公証人法及び他の法律に定める
要件を具備しない限り，公正の効力（注1）を有しないもの
とされており （公証人法第2条） ，公証人は，公正証書を作
成するにあたっては，嘱託手続及び法律行為の内容等が関係
法令に定める要件を具備しているかどうかを基準に審査し，
判断するものと考えられる （同法第26条，同施行規則13
条参照） 。
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2 作成手続 、

改正法案においては， 中小企業の資金調達に支障が生じな
いようにしつつ，個人がリスクを十分に自覚せず安易に保証
人になることを防止するため，事業のために負担した貸金等
債務を主債務とする保証契約を全面的に禁止するのではなく，
このような保証契約については，公的機関である公証人が保
証人になろうとする者の保証意思を事前に確認しなければな
らないものとし， この意思確認の手続を経ていない保証契約
を無効とすることとしている（第465条の6） 。
その･ため， これまでも，公正証書を作成して保証契約を締
結することがあったが,今後は，公証人による意思確認手続
!の対象となる事業のために負担した貸金等債務を主債務とす
る保証契約を公正証書によって締結するためには，保証契約
について公正証書を作成するだけではなく，それに先立って，
保証意思宣明公正証書を作成することが必要になる(注2）。

巴

－ 1 －

．、

4問公証人は公正証書を作成するに当たり，何を基準に
「公正」 と判断するのか， また，改正法案の成立に伴
い，公証人は，債務保証に関する公正証書の内容及び
作成手続を変更するのか，法務当局に問う。



(注1）公正の効力とは，公正証書の有する証拠力，執行力その他それ
ぞれの関係法令によって与えられる効力をいうものとされている（新
訂公証人法18ページ）。

(注2）保証契約公正証書の内容については，保証意思宣明公正証書の
作成が義務付けられることによる変更ばないと思われる。

（参照条文）

○公証人法

第二条公証人ﾊ作成ｼﾀﾙ文書又ﾊ電磁的記録ﾊ本法及他ﾉ澤律ﾉ圭
ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効カヲ有セス

第二十六条公証人ハ法令二違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能
カノ制限二因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為二付証書ヲ作成スルコ
トヲ得ス

○公証人法施行規則 ・

第十三条公証人は､法律行為につき証書を作成し､又は認証を与え
る場合に、その法律行為が有効で‘あるかどうか、当事者が相当の考慮
をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて
疑があるときは、関係人に注意をし、且つ､その者に必要な説明をさ
せなければならない。

2 公証人が法律行為でない事実について証書を作成する場合に、そ
の事実により影響を受けるべき私権の関係について疑があるときも、
前項と同様とする。
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平成2
真山 曇奎浪暹F(火） 参・法務委員会

対法務当局（民事局）

ﾘｰる際{【

呆証人收

考える力

,､のはた

（答）

1 保証人になるうとする者の理解

保証人になろうとする者が，保証人となるリスクを十分に

自覚せず,安易に保証人になることを防止することは重要で

あり,その観点からは，保証人になろうとする者が主債務者

の資力を理解していることは重要であると認識している。ま

た，主債務者の事業の見通しについても，これを理解してお
くことは保証のリスクを適切に判断するという観点からは望

ましいといえるものと認識している。

ｑ
ｂ
４
ｑ
伊
●
Ｊ

ｂ

2公証人の義務

他方で， ご指摘のように，改正法案には，公証人がそうい

った事情を説明する義務を明示的に定める規定はない。
もっとも，公証人は,保証意思を確認する際には，保証人
になろうとする者が保証しようとしている主債務の具体的内

容を認識していることや，保証契約を締結すれば保証人は保

証債務を負担し，主債務が履行されなければ自らが保証債務
を履行しなければならなくなることを理解しているかなどを

検証し,保証契約のリスクを十分に理解した上で,保証人に

なろうとする者が相当の考慮をして保証契約を締結しようと

しているか否かを見極め，保証意思が確認された場合には；
保証意思宣明公正証書を作成するが，保証意思を確認するこ
とができない場合には，公正証書の作成を拒絶しなければな

らない。

b

－1。



1

また，公証人において,債権者や主債務者などとのやり取

りなどその保証人が保証意思をもつに至った経緯についても

確認するのが通常であると考えられ,その際に，債権者や主

債務者から強く保証人となることを求められたといった事情
が判明した場合には，保証のリスクを認識しているか否かを

十分に確認すべきことも当然である。

そして， ここでいう保証契約のリスクとは,単に保証契約
の法的意味といったものではなく，その契約を締結しようと

している保証人自身が， 当該保証債務を負うことによって直

面し得る具体的な不利益を意味しており，公証人は，保証人

になろうとする者がこのリスクを理解しているのかについて

十分に見極める必要がある。

例えば， 当該保証債務を履行できなければ，住居用の不動

産を強制執行されて生活の本拠を失ったり，給与を差し押さ

えられて生活の維持が困難になったり，預金を差し押さえら

れて当座の生活にも困窮することがあり得ることを現に認識

しているのかなどを確認し，その保証契約のリスクを十分に

理解しているのかを見極めることが要請される。

さらに，改正法案においては，保証人になるリスクを検討
するために必要な情報を提供させる趣旨で，主債務者は，事
業のために負担する債務を主債務とする保証等の委託をする

ときは,委託をする者に対し，保証委託時における主債務者

の財産及び収支の状況等に関する情報を提供しなければなら

ないとの義務を設けることとしている(第465条の10)6
したがって〉公証人は，委託を受けて保証をしようとする

者につき公正証書を作成する際は， このような新設規定によ

ってされた情報提供の内容も確認し，その情報も踏まえてリ

スクを十分に認識しているかを見極めることになるものと認
識している（注） 。

『

2

○

℃

(注）なおう主債務者の「事業の見通し」については，改正法
1

案においても，説明の対象とはしておらず,保証委託時にお

－2－



ける財産状況を説明の対象としている。これは,事業の見通

しについては，適切に予測することは事業者本人にとっても

容易ではないことによるものである。
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平成29年5月9日（火）
真山勇一（民進）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

6問改正法案の成立に伴い，債務保証に関する公正証書
心の件数は何件程度増加すると考えられるか， また,件
数の増加や手続等の変更があってもなお，現有の公証
役場,公証人の数でも対応することができると考えて
いるのか，法務当局に問うも

(答)

1 参考人質疑での答弁

現在，個人である第三者保証人によりどの程度の保証契約

が締結されているのかを正確に把握することができる統計等

は把握していないが，平成25年に行われた参議院法務委員
会における参考人質疑の中で，全国地方銀行協会の代表とし

て，千葉銀行の役員が, 当時の千葉銀行における保証の実数

等を答弁しており，この数値を基礎とIｨて，予測することは
可能であると考えられる（注‘'） 。
具体的には， 当時の千葉銀行においては，いわゆる経営者

本人保証を含む個人保証全体の件数が約3万3000件であ

るとのことであり，①自発的な意思に基づく申出により 「経

営に実質的に関与していない第三者」が保証人となっている

ものは約55件，②代表取締役を退いた会長や取締役を退い

た実質オーナーなど「経営に実質的に関与している第三者」
が保証人となっているものは約3500件であると答弁して
いる（注2） 。

（

○

己

2全体の件数の概数

この千葉銀行の件数は， 当時の一時点において継続してい

る保証の総数であり， 1年ごとに新規に締結される保証契約

の件数はこの数値よりも低くなる。一般に， 1件当たりの保
証期間をどの程度のものとして保証契約が締結されるかは定

－1－



かではないものの,貸金等根保証契約についてはその保証期

間が法律上最大で5年とされていることを踏まえれば, 5年
に一度は保証契約が締結し直されているものとみられる。そ
うすると, 1年ごとに新規に締結される保証契約の件数は，

ある一時点における総数の5分の1と仮定することができる。
その上で，千葉銀行の貸出残高と，都市銀行や地方銀行,、

信用金庫等の貸出残高の合計額とを対比して保証契約の件数

を推計すると,①「経営に実質的に関与していない第三者」

が保証人となる保証契約は約700件，②「経営に実質的に

関与している第三者」が保証人となる保証契約は約4万50

00件であるこどになる（注3） （注4） 。

、
●－

『 ：

○

3公正証書の増加数と対応の可否

他方，本年4月1日時点の公証人の数は， 496人である

ので，先ほどの見込まれる件数を,現在の公証人の数で割る

と， 1人当たり増加する事件数は，多くとも年間約100件

程度ということになる。

そして，現在，公証人1人当たりの公正証書作成や定款認

証等の主要な公証事件は年間約2100件程度あるから，年

W.100件程度の増力hであれば，現在の公証役場の体制で差
し当たりは対応することが可能であると認識している。

もっとも,以上はあくまでも推計によるものであるため,

数値にも一定の巾があることが想定されるものであり，公証
全体に対する今後の需要の高まりやその推移等も見定めつつ,

公証人を適切に配置するように努めてまいる所存である。

巳

(注1） 平成25年6月10日参議院2法務委員会での大久保壽一参

考人の答弁

(注2) 平成25年6月10日参考人大久保壽-(千葉銀行）の答
弁内容は，次のとおり。

O個人保証(経営者含む。） 約3万3000件

－2－



○第三者保証は2種類

①経営に実質的に関与している第三者が保証人のケース

例えば，代表取締役を退いた会長，取締役を退いた実質オ
ーーナー

②第三者の自発的な意思に基づく申出により経営に実質的に

関与していない第三者が保証人のケース

例えば，親や配偶者

○①は，約3500件（10． 5％）

②は， 約55件（ 0． 17％）

なお，①については，現に役員でないものを指しており，改

正法案においては， これを例外扱いはしていないため，基本的
に意思確認が必要になると思われる（もっとも，過半数株式を

保有している可能性はある。 ） 。

②については, 自発的意思があっても保証意思確認の例外と

はされていないため，すべて意思確認が必要になる。

したがって，上記の①と②を合算した数は,意思確認手続の

必要数と同程度のものと推測することができ'る。

) 千葉銀行の数値を基に貸出残高から保証契約数を推計すると，

以下のとおり。なお，千葉銀行の数値はその当時効力を有する

件数の総数であると考えられるため， 1年当たりの新規に締結

された契約の件数を推計するためには， 1つの保証契約がどの

程度存続するかを求める必要がある｡現在,貸金等根保証契約

の元本が確定するまでの期間は法律上最大5年とされているた

め， この数値を参考に算定した。 ‐

○千葉銀行貸出残高（平成28年3月31日）

8兆7974億円
○金融機関

合計貸出残高（平成28年3月31日）

568兆2063億8800万円

・ 都市銀行等（都市銀行（5行） ，信託銀行（4行） ，新生

銀行，あおぞら銀行） 235兆4672億円

・ 地方銀行 185兆2723億円

・ 第2地方銀行 49兆1927億円

４

●

■

６

画

〃

０

９

○

(注3）

巳
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夕

・ 信用金庫 67兆3201億円

・ 信用組合 10兆2886億8800万円

･ 農協 20兆6654億円 ・

計算式568兆2063億8800万円（総残高）

974億円(千葉銀残高）＝約64倍

①（実質経営者）

3500×64÷5＝4万4800件

②（それ以外）

55×64÷5＝704件

8兆7
●

－

●

(注4）’ 改正法案においては，金融実務上は経営者と扱われている者や

「経営に実質的に関与している第三者」であっても，形式的に例外

要件に該当しない限り,､保証人となるためには保証意思宣明公正証

書を作成しなければならないこと･となる。
そのため， 「経営に実質的に関与していない第三者」でない場合

も含め，広く，保証意思宣明公正証書の作成が必要となってくる。

もっとも,代表取締役を退いた会長や取締役を退いた実質オーナ

ーなど「経営に実質的に関与しそいる第三者」の中には,株式の過
半数を保有するという例外要件に該当することがあり得るから，推

計の数値よりも，実際に保証意思宣明公正証書が作成される件数は

低くなると考えられる。

以上によれば，推計による数字ではあるものの，保証意思宣明公

正証書の作成件数は，多くても年間4， 5万件程度ではないかと見

込んでいる。

／〆、 、！
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1更問某銀行の数値を前提とすると，債務保証に関す｜
｜ る公正証書の件数は何件程度増加すると考えられ’
｜ るかと問われた場合 1 ．

1 ， ．

‐ 0 ．

（答）

先ほどの推計計算は，千葉銀行の貸出残高を基礎としたもの

であるが，ご指摘の某銀行については，その行名を公表しない
ことを前提に資料の提供を受けているものと承知している。そ

く｡‘ 』 して,その貸出残高を明らかにすることも行名の特定につなが
○るため，先ほどと同じ推定計算をした上での件数の見込みにつ
いてもお答えすることは差し控えさせていただきたい． ◎．

いずれにしても，法務省としては，公証人1人当たり年間1

OO件程度増加するものと見込んでおり，現在の公証役場の体

制で差し当たりは対応することが可能であると認識している｡．
弔

●

1
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平成29年5月9日 （火）
真山勇一（民進）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

7問公証人が介在すれば第三者保証に伴う悲劇的な事例

がなくなると考える根拠を，法務当局に問う。

(答）

1 公証人による保証意思確認

改正法案の下では，公証人は，保証人になろうとする者が

保証契約のリスクを十分に理解した上で，相当の考慮をして

保証契約を締結しようとしているか否かを見極め，仮に保証

意思を確認することができない場合には，公正証書の作成を
拒絶しなければならないごとになる（注1） (注2） 。

I

ノ

(

○

2所見 ′

公的機関である公証人が保証人となろうとする者の保証意
思を確認するという手続を設けることにより，安易に保証契
約を締結してしまうという事態を抑止することが可能となる

上， この手続が存在することにより，結果として，保証人と
なることを差し控える例も相当数出てくるものと考えている

（注3） 。

したがって，具体的な数字などを申し上げることはできな

いが，いわゆる保証被害については，減少していくものと期
待している。

‘

己
＄

(注1）公証人は，法律行為につき公正証書を作成する場合に、その法

律行為が有効であるかどうか，当事者が相当の考慮をしたかどうか

について疑いがあるときは，関係人に注意をし，かつ，その者に必

要な説明をさせなければならないこととされている（公証人法施行

規則第13条） 。

保証意思宣明公正証書によってされる保証債務を履行する意思の

表示は,保証契約という法律行為そのものではないものの，その準
備的行為として行われるものであるから，法律行為に係る公正証書

に準ずるものとして同様に取り扱うことを予定している｡なお， （注

－1デ ~



2）参照。

(注2)公証人は,無効な法律行為又は取消しの原因のある法律行為は，

これを作成することはできないと解されている(公証人法第26条，
公証人法施行規則第13条）･

保証人となろうとする者が保証契約の内容や保証契約を締結する

ことの意味を理解していないのにもかかわらず，保証契約を締結す

る意思を表示している場合には，保証契約を締結する真意に欠けて

おり，保証契約は有効に成立することはないし，その意思の表示に

は錯誤があり，取消しの原因（第95条）もあるから，公証人は公

正証書を作成することを拒絶する義務を負う。

(注3）黒木参考人は， 11月22日の衆議院法務委員会の参考人質疑3）黒木参考人は， 11月22日の衆議院法務委員会の参考人質疑

において，普通の人であれば，公証役場に行くというだけでも心理

的な負担感があり，そこで保証についてのリスクの説明を受け，内

容について口授することは，さらに心理的な負担が上がると.いう効
果があり，情義性による保証についてもスクリーニングされること

において，普通の人であれば，公証役場に行くというだけでも心理

的な負担感があり，そこで保証についてのリスクの説明を受け，内

容について口授することは，さらに心理的な負担が上がると.いう効
果があり，情義性による保証についてもスクリーニングされること

／？． 、
E

K

O

を期待したい旨の発言をしている。

（

℃
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〃

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月9日 （火）
真山勇一（民進）

8問改正法案の趣旨をいかに公証人に周知徹底させ〉第
三者保証に伴う社会的問題を根絶するのか，法務当局
に問う。

､

(答）

改正法案が成立した場合には，公証人において，保証債務

を負担することとなる保証人の保護を図るという改正法案の

趣旨を踏まえて,保証意思宣明公正証書の作成手続が実施さ

れることは極めて重要であると認識している。

今後，全国の公証人の組織である日本公証人連合会におい

て，改正法案の下での公正証書の作成事務の在り方につき，
実務上の観点から具体的な検討が進められるものと承知して

いる｡

そこで，法務省としても，そうした検討の成果も踏まえつ

つ，改正法案の趣旨が十分に意思確認の手続に反映されるよ

うにする観点から，公正証書の作成過程において，保証人が
保証契約のリスクを十分に理解しているのかを見極めるため

には具体的にどのような事項に留意すべきであるかなどを公

証人に対して十分に周知するため，適切な時期に公証事務に

関する通達を発出し,万全の体制で施行日を迎えられるよう

準備を整える所存である（注） 。

｛

○

己

(注）公証人は，法務大臣に任命され，法務局又は地方法務局に所属す

るものとされており （公証人法第11条，第10条第’項) ,その

監督は，法務大臣から受けるものとされ，監督事務は法務局又は地

方法務局の長が取り扱うものとされている（同法第74条） 。具体

的な監督権の内容として，公証人の不適当に取り扱った職務につい

て注意を促し，適切に職務を取り扱うべきことを訓令し，公証人の

地位に不相応な行状について諭告するものとされ（公証人法第76
条，公証人法施行規則第40条) ,毎年少なくとも1回は役場に臨

.､ 1－



全‐

んで書類の検閲や執務の状況を調査することとされている（公証人
法第77条，同規則第39条） 。 さらに，公証人が職務上の義務に

違反したときは，法務大臣が懲戒処分として，篭貴（けんせき） ，
10万円以下の過料, 1年以下の停職転属又は免職の処分を行う
ものとされている,(公証人法第80条，第81条） ・

公証人が保証意思を確認しないまま公正証書を作成した場合には，

以上の諸制度のもとで調査が行われ， 当該公証人に対し，必要な処
分がされることとなる。

（参考条文）

"、、-，○公証人法（明治41年法律第53号）
I j

O第十条公証人ﾊ法奉局又ﾊ地方法務局ﾉ所属トス
②各法務局又ハ地方法務局二所属スル公証人ノ員数ハ法務局若ハ地方

法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎二法務大臣之ヲ定ム

第十一条公証人ハ法務大臣之ヲ任シ及其ノ属スヘキ法務局又ハ地方法

務局ヲ指定ス

第七十四条公証人ハ法務大臣ノ監督ヲ受ク

②法務大臣ハ其ノ定ムルトコロニ依り法務局又ハ地方法務局ノ長ヲシ
其ノ管轄区域内ノ公証人二対スル監督事務ヲ取扱ハシム‘

第七十六条第七十四条ノ監督権ハ左ノ事項ヲ包含ス

ー公証人ノ不適当二取扱ヒタル職務二付其ノ注意ヲ促シ及適当二其

ノ職務ヲ取扱フヘキコトヲ之二訓令スルコ傍ト

IC二職務ﾉ内外ｦ問ﾊｽ公証人ﾉ地位二不相応ﾅﾙ行状二付之二諭告
スルコト但シ諭告ヲ為ス前其ノ公証人ヲシテ弁明ヲ為スコトヲ得セ
シムヘシ

…第七十七条監督官ハ公証人ノ保存スル書類ヲ検閲シ又ハ其ノ指定シダ

ル官吏ヲシテ之ヲ検閲セシムルコトヲ得 一

“ ②前項ノ規定ハ指定公証人ノ保存スル電磁的記録二之ヲ準用ス

第七十八条嘱託人又ハ利害関係人ハ公証人ノ事務取扱二対シ其ノ所属

スル法務局又ハ地方法務局ノ長二異議ヲ申出ルコトヲ得

②前項ノ異議二付為シタル処分二対シ不服アル者ハ更二法務大臣二異

議ヲ申出ルコトヲ得

第七十九条公証人職務上ノ義務二違反シタルトキ又ハ品位)ｦ失墜ス

ダ

･

－2－



ヘキ行為アリタルトキハ懲戒二付ス

第八十条懲戒ハ左ノ五種トス

一誼責

二十万円以下ノ過料

三一年以下ノ停職

四転属

五免職 ）
第八十一条過料，停職転属及免職ハ第十三条ノニノ政令ヲ以テ定ム

ル審議会等ノ議決ニ依り法務大臣之ヲ行う

②籠責ハ法務大臣之ヲ行う
.”○公証人法施行規則

も第三十九条法務局又は地方法務局の長は,少くとも毎年一回当該法務
局又は地方法務局に所属する公証人の役場に臨み，その保存する書

類の検閲及び執務の状況の調査をし,又は当該法務局又は地方法務

局に勤務する法務事務官にこれをさせ，その結果を速かに法務大臣

に報告しなければならない。

第四十条法務局又は地方法務局の長は,その所属する公証人に対し注
意を促し，且つ，訓令をしたとき，又は諭告をしたときは，速かに

その事情を具して，その旨を法務大臣に報告しなければならない。

公証人法第七十八条第一項の異議について処分をしたときも同様と

する。

７

℃

J・
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更問公証人に対して，法務省として研修を行っているの
か。

(答）
ロ 、

1 現状

公証人が業務の適正を図るためには，公証人の研修を充実

させることが重要と考えており，法務省としても，公証人の

任命時に，法務省において公証実務上特に留意すべき点につ

いての研修を行っている。

また,公証人の全国組織である日本公証人連合会において，

定期的に行われている研修会に，法務省から係官を派遣し，

公証実務における留意点についての講義や各種関係制度に関

する講演を行っている。

‘"…’
ヤ

○

「

2 今後の対応

保証意思宣明公正証書の作成に当たっては,保証人となろ
うとする者が保証契約のリスクを認識しているかどうかを厳

格に審査することが重要であり，改正法の施行の前後を通じ

て，先ほど述べた研修の機会等を活用して，折に触れて繰り
返し公証人を指導してまいる所存である．

己
(注） 日本公証人連合会主催の研修
・新任公証人研修（年3回 3日間） 平成15年から実施
○講師による講演

・春期公証人専門研修（年1回 2月の土曜日） 公証人全員対象
･秋期公証人専門研修（年1回 11月の土曜日）公証人全員対象
○講師による講演や公証人の各種課題についての検討
｡登記実務研修（本年度から実施) 成年後見登記，商業・法人登記

： （定款含む。 ）関係。

O東京法務局から講師の派遣

－4－



平成29年5月9日（火）
真山勇一（民進）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

9問改正法案において，配偶者による第三者保証につい
て公正証書の作成を求めないこととしているのはなぜ

か，また，我が国と同様の債務保証制度を有する主要

先進国(OECD諸国）のうち，配偶者を例外とする

国はいくつあるのか，法務当局に問う。

(答）

配偶者の例外扱い ‘

改正法案の検討の過程では，個人事業主の配偶者を公証人

による意思確認の手続の例外とするのが適切かについて，様

々な意見があった。

その中で,中小企業団体や金融機関からは，主債務者が法

人であるか個人事業主であるかを問わず，主債務者の事業に

現に従事する配偶者については,経営者との経済的一体性や
経営の規律付けの観点からは保証人となることに合理性があ

り，現にこの配偶者が保証人となる事例は少なくないことを

踏まえ，公証人による意思確認の手続の例外とすべきである
との強い意見があった｡

しかし，改正法案においては，その例外とすべき配偶者の

範囲としては，法人である事業者の代表取締役の配偶者など

を含めないこととし， あくまでも個人事業者の配偶者であっ

て事業に現に従事しているものに限定して，例外扱いをする

こととしている。 、

その理由は，次のとおりである。

まず,個人が事業を営んでいる場合には，その個人の財産

がその事業に供され，かつ，その利益はその個人に帰属する

こととなるが,その個人事業主が婚姻しているときには，事

業に供した個人の財産及び個人が得た利益は，その配偶者と

共に形成した夫婦の共同財産であると評価され得るものであ

る（注1） 。

1

《 ｝

○

イ ゴ
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そして，夫婦の共同財産が事業に供されるだけでなく，そ

の配偶者がその事業に現に従事しているのであれば，事業を

共同で行う契約などが夫婦間に存在せず，共同事業者の関係
にあるとまでは言い難い事例であっても，財産や労務を事業

に投下し，他方で,利益の分配を受けているという点で，実

質的には個人事業主と共同して事業を行っているのと類似す

る状態にあると評価することができる(注2）。
そうすると，個人事業主の事業に現に従事している配偶者

は，その個人事業主の事業の成否に強い利害関係を有し，そ

の状況を把握することができる立場にあるといえる。

他方で，法人が事業を行っている場合における法人の代表

者等の配偶者については， ここまで述べたような意思確認の

手続の例外とすべき実質的な事情が存在しない。

このように,改正法案においては， 中小企業等の実情も踏

まえた上で，保証のリスクを認識せずに保証人となるといっ

た被害を防止するという公証人による意思確認手続創設の趣
旨に鑑み，個人事業主の配偶者についてのみ，かつ,、あくま
でも事業に現に従事している配偶者に限定して，意思確認手

続の例外としたものであり，合理性があると考える。

《帳r

○

2 諸外国における状況

法務省においては，改正法案を立案する過程で,委託研究

の形で，諸外国における保証法制及び実務運用についての調

査を行ったが，その結果によれば,保証人を保護する法制は

フランスを始め各国で採られているものの，その中では主債
務者の配偶者を例外扱いするものは見当たらないものと承知

している（注3） 。

己

一

(注1） このことは，法的にも，離婚後の夫婦の財産について財産分

与が認められることからも裏付けられているものと解される。
財産分与における分与対象財産となるのは， 「当事者双方がそ

の協力によって得た財産」 （民法第768条第3項）であり，

－2－



基準時(別居時等）において存在する夫婦の財産から双方の特

有財産を除外した実質的共有財産である。

なお，特有財産とは，例えば，婚姻前から各自が所有してい

た財産や,婚姻中に各自が相続や贈与によって取得した財産な

どである。

「共同して事業を営む」という共同事業者の要件をより緩和

して理解することで，配偶者を例外とする規定を設けないこと

とすべきであるとの意見もある。しかし，そのように解した場

合には,その財産の一部でも事業のために利用した場合には,

現に事業に従事していなくても「共同して事業を営む」と理解
することになるから，かえって，例外とされる配偶者の範囲が

拡大することになる。

平成23年度に行ったものである。調査対象は， フランス，

ドイツ，アメリカ及びイングランドである。フランス以外の国

でも書面性要件などは定められているが，フランスはより実質

的な比例原則による規制を定めている点で特殊性がある｡なお，

ドイツではう判例法理による規制があると言われるが,法律上

(注2）

／ 1

○
(注3）

の制度ではない‐ 0

6
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(対胴･副大臣。政務官）
5月9日（火）参・法務委

民事局作成

真山勇一議員（自民）

〔前提①・主債務者の配偶者を除外する理由〕

. 個人事業主に関しては，経営と家計の分離が必ずしも

十分でなく，主債務者とその配偶者が経済的に一体であ

(…’ ると見られることが多いことから，配偶者を保証人とす

○ることによって金融機関から融資を受けている事例も
現に少なくないのが実情である（注1）。

（注1）金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」においても，経営

者以外の第三者を保証人とすることを銀行は求めないことを原則とし

ながらも，個人事業主と共に事業に従事する配偶者を保証人とするこ

とは例外的に許容するとしている。

〔前提②．改正法案の内容〕

改正法案においては,このような融資の実情も踏まえ，

主債務者が個人事業主である場合のその配偶者につい

てj主債務者の事業に現に従事していることを要求し，

主債務者の事業内容をなお一層把握可能な立場にある

場合に限定して，例外として扱うこととしている。

■

己

1－
一

杜 当 る 宝ツ】 ．．
■■■■ﾛ■ロ■■■■■■■■■■■■■

－

'者の保証人とする実務上のニーズも強く，かつ， 保証の

リスクを認識することも可能なものといえるから公証

人による意思確認の対象としない－とに合理性がある

と考えている。

｣し

肥
イ

,毛〔
剣 二1：



〔所見〕

･ なお,このような立場にある配偶者が実際に保証人と

なるかどうかは配偶者の意思によるところであるが,融

童を受けることでその家業の事業継続が可能になると

いったような事態も想定すれば,自らが保証人となるこ

とで融資を得たいという配偶者の判断は，一概に軽率でノ
〆

あるとか安易であるとかは断じ難い面があると考えら

れる。{ i

O ・ 法務省としては，改正法案の成立後は，配偶者｜

保証を含め,個人保証に依存し過ぎない融資慣行（

に向け， 引き続き関係省庁と連携しつつ（注2），

組んでまいりたい。

(注2）関係省庁は，金融庁，中小企業庁である。

しては，改正法案の成立後は，配偶者による
■ 1

個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立

取り

(参考）別添資料（平成28年12月7日衆議院法務委員会）

℃
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異職貢I凋端
● ｡

◆

・
大
臣
に
伺
い
た
か
っ
た
の
は
《
窟
）
れ
に
よ
っ
て
第
三
者
《
今
の
保
証
の
件
も
含
瞳
て
ぅ
や
は
り
今
回
の
改
正
の
効
果

：
保
証
瞳
除
数
朧
減
少
ず
る
こ
と
が
見
込
め
室
す
か
と
い
う
の
検
証
と
い
う
の
ぷ
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て

、
怠
密
蹴
り
篭
ず
ひ
私
に
と
っ
て
儀
弗
常
に
重
夫
関
心
事
な
、
い
ま
す
，
そ
の
フ
ォ
ロ
ー
を
し
っ
か
り
や
つ
冤
恭
断
に

・
〃
で
す
織
れ
ど
も
γ
ゞ
蕊
ろ
し
く
満
蕊
い
し
ま
ず
。

関
係
者
が
見
直
し
て
い
た
だ
く
語
・
芝
を
強
く
求
め
電
私

．
○
翁
田
国
務
夫
臣
赤
耀
委
員
か
ら
の
櫛
質
問
で
ご
ざ
い
の
質
問
を
終
わ
り
た
耐
と
思
恥
患
丈

ま
篭
籍
答
え
い
た
峰
衷
竃
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
蕊

熟
雲
鑿
雲
臺
学
”

；
ま
ず
？
跳
正
法
案
の
も
と
で
は
、
公
証
人
陰
保
証
人

に
噸
愚
琢
と
張
る
者
が
保
腿
認
約
の
リ
ス
グ
を
半
分
に
理

‐
解
し
だ
上
電
相
当
の
考
慮
を
し
て
保
証
契
約
を
締
結
し
の
深
い
方
鳥
の
質
問
が
続
い
衷
私
も
大
い
に
勉
強
さ
せ

●
■
●
今
Ｆ
ク
●

鰻
う
と
し
て
職
る
か
否
か
診
見
ぎ
わ
溺
憂
便
に
保
証
意
て
い
た
だ
い
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
宝
諫
が
、
き
ゑ
う
ば
、

》
法
築
の
も
と
で
燐
承
る
わ
け
で
あ
駁
壼
す
。
態
に
合
っ
た
法
律
改
正
で
鐘
け
れ
ば
な
ら
瓶
い
ん
じ
ゃ
鞍

患
驚
確
認
す
霞
こ
と
が
で
き
救
い
鵜
合
に
ほ
公
正
証
書
の
私
の
方
か
ら
建
大
臣
鳴
こ
の
法
律
の
｝
つ
の
大
き
な

鰭
鵬
瀞
搭
繕
し
な
け
れ
ば
旗
ら
錘
い
と
い
う
こ
と
に
改
正
ポ
イ
ン
ト
膳
葬
っ
て
お
り
ま
ず
保
証
の
話
腿
つ
い
て
綴
実

鋤
識
謹
蟻
鰐
鮮
灘
鐵
瀦
議
簾
簾
処

》
鶴
礎
託
蝋
擢
州
謡
雌
織
灘
溌
餓
Ⅷ
舩
轆
蠅
難
識
辮
溌
卿
騨
睡
踊
篭

・
院
§
讃
し
竃
、
個
人
的
な
楕
蕊
に
基
づ
い
て
保
証
人
に
な
ろ
う
者
、
い
わ
ゆ
る
法
人
成
り
陰
嘩
小
規
模
事
業
者
が
百
二
十
．

総
統
鱸
潔
峨
灘
灘
灘
鰭
蜷
罐
羅
胤
融
剛
濯
蕊
艤
藷
舞
踊
鰐
篭
溌

．
慧
挺
で
砿
ろ
汰
第
で
あ
り
ま
堂
人
程
度
と
推
定
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
簿
相
当
い
ろ
い

・
し
た
が
い
ま
し
て
、
具
維
的
鞍
数
字
な
ど
を
申
し
上
げ
ろ
経
済
活
動
に
影
響
す
る
話
だ
な
、
こ
ふ
懇
ふ
凱
な
気
持

強
遥
ど
ほ
で
き
議
せ
ん
け
れ
ど
も
科
個
火
的
転
情
義
に
基
．
》
ち
で
あ
り
ま
す
。
．
、

づ
い
頭
安
易
に
保
睡
人
に
な
る
と
油
う
事
態
ほ
相
当
程
度
そ
の
上
軍
保
証
と
い
２
↑
と
を
考
え
る
磯
に
，
ず
毎
￥

噸
識
蝶
す
る
ご
と
に
霧
る
も
の
と
鍛
待
を
し
で
お
り
漢
孝
。
・
と
考
え
て
ま
い
り
叢
し
た
が
、
宗
詫
ば
全
明
治
以
降
飴

，
加
勢
為
砿
よ
〃
〃
保
証
の
件
数
自
体
も
一
垂
程
度
減
少
す
る
ま
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
ぐ
て
ふ
ず
っ
と
長
い
歴
史
が
あ
る
も

》
㈱
鍵
灘
磯
蠅
織
溌
羅
唾
溌
御
瀧
騨
瞬
識
鱗
鰯
識

て
き
た
り
じ
て
、
私
ほ
へ
‐
ふ
と
思
吸
つ
い
た
の
は
、
、
夛
走

ヤ

ヘ

，

b

●
■
も

(,一（

U 王
か
ら
三
日
間
の
死
刑
執
行
の
溺
予
を
与
え
ら
れ
だ
メ
ロ

ス
が
、
三
日
間
走
り
続
け
で
ふ
る
さ
と
へ
潟
っ
・
で
、
珠
の

結
購
式
腱
出
て
帰
っ
て
く
る
と
い
う
、
あ
れ
は
命
を
か
け

た
い
わ
ゆ
る
第
三
者
侭
謡
禧
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
い
ま
し
・

た
ｐ
そ
う
い
う
再
』
と
も
含
め
て
、
相
当
さ
ま
ざ
ま
な
角
度

か
ら
物
を
考
え
る
必
要
鋲
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

》
こ
の
だ
ぴ
の
四
百
六
十
五
条
の
九
の
三
ま
た
そ
の
↑
一
も

そ
畢
曝
の
で
あ
り
寵
す
が
、
主
た
る
債
務
者
と
共
同
し
て

事
業
藍
行
う
者
ま
た
ば
主
た
る
憤
務
者
が
迂
珍
事
業
に
現

に
礎
事
し
て
い
る
主
た
る
債
務
者
の
配
偶
瀞
鯛
保
証
人
に

な
る
場
合
に
ば
“
公
証
犬
が
つ
く
る
公
正
証
審
を
必
要
と

し
な
い
、
峠
・
〕
う
い
う
規
定
添
ご
ざ
勝
詣
す
℃
“

今
、
、
球
耀
議
員
が
ら
も
お
話
が
あ
り
ま
し
だ
が
、
第
一

の
鯖
点
ぱ
、
契
約
自
由
の
原
則
で
、
い
わ
ゆ
る
私
有
財
産

制
の
も
ど
健
粉
が
国
は
、
、
自
由
に
生
産
活
動
を
行
う
、

こ
う
い
う
大
原
則
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
う
そ
ａ
に
、

社
会
的
猿
合
意
患
得
て
蒜
定
の
ル
ー
ル
を
つ
く
っ
て
い
く
、

ど
れ
が
民
法
で
あ
り
や
さ
ま
ざ
ま
な
、
今
Ｉ
赤
濯
醗
員
が

お
勺
Ｌ
や
つ
擢
よ
う
鐘
消
費
者
像
謹
法
だ
遥
か
い
る
が
ろ

な
こ
と
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
．

し
か
し
、
伺
蒔
に
吋
こ
う
い
っ
た
佐
傲
の
中
に
あ
っ
て

一
審
畢
公
發
凝
こ
少
簿
賎
蕊
的
契
約
の
自
由
、
こ
う
い
う
こ

と
の
原
則
を
厳
し
く
規
制
し
過
ぎ
て
、
実
鞭
経
済
や
．
あ

る
い
ば
国
民
砥
生
活
や
経
済
活
動
に
雛
欝
を
与
え
て
ば
な

ら
職
い
の
で
蛙
憩
い
だ
》
愚
よ
う
に
考
龍
る
盗
蕊
で
ご

ざ
い
義
す
．

今
、
・
一
、
定
の
条
件
の
も
と
鎚
麺
公
謹
人
の
も
と
で
公
正

証
審
を
つ
く
り
な
さ
い
よ
と
い
う
法
文
が
出
さ
れ
篭
し
た
。

同
時
曙
そ
の
例
外
規
定
と
し
官
四
百
六
十
五
条
の
九

の
寺
二
．
三
が
あ
る
お
け
で
ご
ざ
い
義
す
波
、
と
厭
わ
・

－39一

〃
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Ｉ

墜
一
蔵
場
合
に
澪
個
人
蕊
業
主
で
め
り
ま
ず
か
ら
、
相

当
拱
く
夷
鶴
を
見
て
評
価
し
抜
け
雄
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
↑

ぞ
這
這
個
人
事
業
主
の
集
ま
り
ぞ
あ
り
ま
す
青
色
車

吉
会
噌
．
あ
る
砿
．
は
法
人
も
含
め
た
小
規
模
な
企
業
の
集

‐
衷
靱
で
あ
り
ま
す
商
工
会
》
商
工
会
諺
所
ば
ど
急
ら
か
と

・
い
う
と
挙
堅
ぐ
ら
峠
の
方
が
入
っ
て
お
風
ま
す
が
、
そ
の

商
寵
会
鰯
幹
部
睦
蕊
ら
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
誤
し
た
。

ま
雷
東
京
都
の
商
工
会
の
幹
部
で
あ
り
ま
す
霜
会
．

・
ふ
員
ば
蔑
策
金
融
公
庫
の
無
担
保
無
候
証
鞭
ど
の
融
賢
を
利

府
ず
る
ご
と
が
多
い
、
そ
し
て
篭
れ
ぼ
商
工
会
を
経
由
し

菅
商
工
会
が
角
大
丈
夫
で
す
よ
み
た
い
鞍
一
種
興
保

謹
喧
や
な
い
ん
で
ず
け
れ
ど
も
、
添
え
書
き
み
た
騨
な
感

鐸
繩
鱒
陥
一
竺
縦
購
穣
鱸
纈
瀦
鱸
鑑

額
鱒
灘
州
雑
雌
蕊
鯰
鰯
醗
纈
悪
棚
鮮

務
＃
で
あ
る
と
い
鼻
蔽
は
閉
い
て
い
な
い
と
。
つ
ま
２
配
偶

繊
者
が
保
証
人
に
な
づ
て
も
鴎
ぞ
れ
に
よ
づ
で
決
定
的
な
不

都
合
が
超
毒
惠
た
と
い
う
話
ば
間
職
て
い
な
い
へ
事
業
を
《

衆
．
円
滑
に
進
織
る
た
め
に
翼
．
よ
く
実
態
を
見
て
、
そ
の
上

で
烏
洙
少
整
備
を
し
・
で
ほ
し
い
遥
．
こ
う
砧
う
御
意
見
で
あ

り
ま
し
だ
や

・
さ
ら
に
、
青
色
申
告
会
、
こ
れ
も
東
京
都
レ
．
ベ
ル
の
幹

灘
簿
あ
り
藍
す
が
鯵
こ
の
方
ば
自
分
で
も
個
人
事
業
主
で

幅
あ
げ
ま
ず
蕊
こ
の
方
に
開
い
て
み
ま
し
た
。
個
人
事
業

鮒
主
の
多
く
は
夫
婦
単
位
で
仕
事
を
や
っ
て
い
頁
人
件
費

炉
高
恥
の
霊
従
業
員
を
便
っ
定
い
る
事
業
者
は
少
熊
蝿

》
蕊
縮
際
灘
磯
＃
静
る
こ
毒
た
び
た
び
あ
る
、

■

号

巳

け 運
転
資
金
で
あ
つ
だ
り
事
業
用
の
車
の
購
入
で
あ
っ
た
り
主
に
欄
し
ま
し
て
は
、
経
営
ど
家
計
の
分
離
が
必
ず
し
も
、

店
舗
の
一
部
砿
修
で
あ
る
た
り
、
こ
う
い
う
と
と
ろ
に
数
十
分
で
ば
鞍
迩
そ
し
て
、
主
債
務
者
と
そ
の
配
偶
春
が

需
擢
謡
臓
雌
離
郷
窪
灘
鮮
黙
鰯
峨
舗
鮭
鮴
認
鎭
繩
離
鯉
澱
蕊
患

証
人
に
な
る
の
臓
普
通
意
店
舗
を
大
改
装
し
た
り
ア
パ
よ
っ
て
金
融
機
関
か
ら
融
礎
を
受
け
て
事
例
も
現
に
・

撚
蕊
州
讓

Ｉ
卜
を
建
で
て
事
業
に
窮
す
る
場
合
に
睦
一
．
千
万
円
を
少
な
く
な
い
の
も
実
情
で
あ
る
２
こ

超
え
る
と
金
融
機
関
は
物
的
鞍
担
保
を
求
あ
て
く
る
意
ま
の
問
題
に
つ
い
て
は
認
識
を
し
て
い
る

た
保
証
協
会
の
保
証
醤
っ
銑
で
魚
緯
さ
脈
と
言
わ
れ
蔓
《
そ
う
い
う
↑
』
と
が
ら
等
主
債
務
者
の
罷
偶
者
を
保
証
人

》
緋
》
総

こ
れ
猿
実
態
で
あ
る
、
配
偶
者
が
保
証
人
に
な
る
の
に
、
と
す
る
こ
と
の
制
限
の
可
否
に
つ
き

一
々
予
約
を
と
っ
て
公
証
人
役
場
に
行
く
こ
と
は
金
や
時
者
で
あ
る
個
入
事
業
主
の
資
金
調
達

間
が
が
が
る
こ
と
な
の
で
勘
弁
し
て
ほ
し
い
と
。
勘
弁
し
・
と
い
い
ま
す
か
、
，
そ
う
い
う
実
態
を

毛
冠
言
に
、
仕
零
と
い
う
震
蓋
を
込
零
や
そ
う
し
た
意
味
塁
菫
し
て
＃
た
蕊
謡
い
象

て
ほ
し
味
と
敵
う
非
議
に
口
篭
的
な
言
い
方
を
し
で
お
り
す
る
必
要
が
あ
る
、
ま
さ
に
そ
の
よ

ま
し
た
、
．
．
一

す
。

一
Ｆ

っ
て
、
色
気
を
出
き
な
け
れ
ぼ
商
売
は
回
っ
て
い
く
よ
、
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
御
奮
見
が
ご
ざ
い
ま
一
．

こ
う
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
個
人
罫
業
礒
父
ら
し
た
。
個
人
事
業
主
の
震
金
關
達
の
実
情
と
い
う
も
の
は
、
鋤

や
ん
、
母
ち
ゃ
ん
の
仕
事
だ
か
ら
、
健
康
に
は
一
番
気
を
中
小
企
業
に
お
け
る
資
金
調
達
の
実
態
を
あ
ら
わ
し
て
．
い
－

つ
け
て
い
る
ん
だ
、
こ
う
い
う
発
言
で
あ
り
ま
し
た
。
る
も
の
ど
考
え
て
お
り
ま
す
。

正
一
窯
鳩
謹
謹
潔
騨
麓
蕊
鶴
零
Ｏ
鵠
坐
誤
霜
弗
灘
鼈
』
舗
蕊
瀞
、

定
の
歯
ど
め
を
か
け
承
が
ら
患
、
し
か
し
竃
こ
の
二
百
八
国
民
”
自
由
族
経
済
活
動
を
法
が
余
り
規
制
し
て
し
宝
っ

方
者
の
個
人
蕊
業
主
を
初
め
Ｆ
そ
う
い
っ
た
小
規
模
事
業
で
ば
砿
け
傘
喧
．
さ
り
と
て
、
国
家
の
韮
Ｉ
ル
ど
し
て
一

鰕
溌
薙
罐
蕊
鵡
蕊
鮭
縄
舞
溌
蕊
灘
灘
龍
蕊
裟
測
、
言
バ
ラ
ン
ス
獺

し
よ
う
か
。
そ
し
て
、
今
大
臣
か
ら
は
畢
何
よ
り
も
実
態
に
基
づ
い
．
．

○
金
田
国
務
犬
臣
た
だ
い
ま
土
屋
委
員
が
ら
、
実
際
に
で
法
律
を
つ
く
っ
て
い
く
ん
だ
、
“
こ
う
い
う
御
趣
旨
の
答

個
人
事
業
主
顔
声
と
実
態
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
弁
を
い
た
だ
い
た
、
．
こ
の
よ
う
に
受
け
老
め
さ
せ
て
い
た

の
を
調
査
さ
れ
た
結
果
に
基
づ
い
た
御
指
摘
が
ご
ざ
い
ま
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
ず
、
一

私
ど
も
も
、
房
問
題
に
関
し
童
し
て
は
、
個
人
事
業
維
鮮
綿
撰
雛
騨
舳
群
灘
轤
恢
雛

し
た
。
》
．
，
．
．
。
．
．

、

ノ

己

少
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ｆ
，
、
Ｉ
、

必

・
・
・
胃
授
腫
よ
っ
て
公
正
証
書
楢
す
る
と
い
う
こ
と
が
さ
れ
た

・
わ
俄
で
あ
り
ま
ず
凝
證
の
際
草
軽
率
的
な
保
証
に
瀧
る

蓮
睦
に
は
鼻
定
猩
慶
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
と
。
し
か
し

、
巻
童
⑳
鍵
間
で
も
あ
り
ま
し
だ
よ
》
診
値
や
情
議
性
に
つ
い
‐

て
ば
稚
播
握
驫
性
と
い
う
の
隙
専
門
用
語
で
あ
り
蛍
す
が
や

患
聯
の
置
蕊
迄
言
っ
・
た
ぉ
が
一
般
的
な
ご
と
が
も
わ
か
り

ま
せ
ふ
が
、
、
こ
う
い
う
情
霧
性
催
磯
づ
く
、
第
三
者
の
場

＊
雑
瀦
灘
鮮
鯏
雛
溌
捌
鴻
鰄
盤

１
．
、
つ
い
で
鞍
が
瀞
か
排
除
で
き
鞍
い
ね
Ⅳ
あ
患
砿
ば
排
除
ず

報
ろ
》
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
股
が
出
さ
れ
ま
し

蝿
瀕
蕊
蕊
卿
蕊
蝋
溌
篝
篝
騨

．
・
龍
短》
謹
》

聯
．
龍
儒
者
間
の
情
義
性
睦
婚
姻
と
鴫
フ
人
生
最
犬
の
選

・
沢
を
通
増
親
子
、
兄
弟
姉
擁
と
ど
も
に
お
極
め
て
情
蕊

僅
獺
撫
味
も
の
耀
笹
こ
の
襲
う
に
思
い
ま
す
。

・
さ
ら
に
§
私
は
こ
ん
な
軽
験
那
あ
り
羨
裁
や
．
‘

お
る
市
の
市
長
諺
詩
で
あ
邸
篤
す
郷
、
・
配
偶
者
の
奥
様

：
。
燕
重
鯉
暦
疾
患
催
殺
り
謀
し
た
。
縛
臘
移
植
し
か
助
か
る

帽
・
道
溌
溌
職
こ
う
判
定
を
さ
れ
だ
冬
う
で
あ
り
講
す
。
と

明
等
啓
富
瀧
箪
溌
か
な
か
ド
ナ
此
躯
あ
ら
わ
れ
な
嘘
と
い
う
こ

猟
議
篭
霊
灘
濡
窯
翌
難
雌

雫
驚
這
ご
謹
最
犬
の
豊
性
で
す
よ
ね
。
こ
れ
を

ヴ

『．

○ 文
鴬
的
潅
表
現
で
言
え
ば
、
億
愛
と
言
っ
て
も
い
い
か
も

し
れ
な
蝿
何
と
唾
つ
か
、
自
分
で
で
き
る
か
と
言
わ
れ

れ
ば
、
懇
か
錘
か
動
揺
し
ま
す
。

お
か
げ
さ
ま
で
奥
様
ば
回
復
し
種
と
こ
ろ
が
、
腎
臓

を
提
供
し
た
方
の
市
長
灘
今
度
陸
残
わ
だ
畷
臓
が
悪
く

な
づ
電
ｊ
数
隼
接
に
亡
く
な
っ
た
わ
蔵
で
あ
り
雷
す
．
私

は
も
ち
ろ
ん
御
葬
儀
に
総
伺
い
し
で
魚
奥
様
に
お
目
に
か

か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
ず
が
へ
い
か
が
な
思
瞬
が
と
思
っ

て
、
人
間
の
、
夫
婦
の
、
．
あ
る
卿
は
配
偶
者
の
と
言
っ
て

も
い
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
鋲
、
縞
ぴ
つ
き
の
深
さ
、
強
き
。

こ
れ
ば
友
達
ぐ
ら
い
で
は
錨
赫
や
ら
な
い
海
し
よ
う
ね
。

友
達
ぐ
ら
い
と
言
う
と
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
我
が
曇
・
友
達
で

も
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
ら
あ
れ
で
す
け
れ
ど
も
α
・

こ
の
こ
と
催
象
徴
さ
れ
る
よ
う
健
や
は
り
婚
姻
に
よ
・

る
、
め
ぐ
り
会
っ
て
婚
姻
座
で
長
い
露
一
・
緒
に
生
き
で
い

く
と
い
２
迄
め
意
咲
の
情
菱
僅
！
強
さ
を
感
じ
た
わ
け
〃

諺
あ
り
ま
毒
・

日
本
の
憲
法
は
が
両
性
の
合
意
の
み
に
よ
っ
て
婚
姻
が

成
立
す
る
心
こ
う
い
う
規
定
を
い
た
し
．
で
お
り
ま
壷
．
し
．

か
し
、
こ
蕊
は
戦
稜
鎮
考
え
方
で
あ
り
ま
す
だ
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
ｐ
と
り
わ
け
キ
型
ス
ト
教
の
サ
ク
ラ
メ
ン
傷
ル
チ

ヤ
ル
ヂ
の
砦
乏
方
で
い
き
ま
す
と
，
教
会
婚
、
、
教
会
で
婚

姻
を
鑿
げ
た
場
合
に
は
、
ロ
ト
霊
・
シ
カ
ゾ
リ
ッ
ク
の
世
界

で
は
＄
こ
の
憧
に
生
を
受
け
て
か
ら
最
後
雫
終
油
腱
至
る

ま
で
の
七
つ
の
神
橇
似
秘
跡
が
あ
る
、
そ
の
七
分
，
秘
跡

の
う
ち
の
一
つ
が
婚
姻
だ
と
号
つ
ま
り
、
自
分
の
意
思
で

は
な
く
で
神
の
恩
寵
だ
と
航
う
非
常
に
深
い
考
え
方
で
、

こ
れ
は
イ
ズ
テ
ム
の
世
界
で
も
同
様
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
や

・
し
た
が
．
毎
て
、
教
会
婚
で
は
、
何
が
最
近
、
謡
産
室
で
式

を
挙
げ
る
の
が
は
や
る
と
い
う
か
、
．
と
て
も
あ
れ
し
て
お

ﾉ℃ り
ま
ま
轤
出
寵
す
と
、
》
最
後
に
へ
嬢
ん
じ
は
雲
を
病
め

る
と
き
も
愛
し
ま
す
か
と
聞
か
れ
て
、
そ
め
と
き
ノ
ー
と

言
っ
た
ら
こ
れ
は
応
り
立
ち
ま
ぜ
ん
か
ら
、
・
大
概
皆
さ
ん

イ
エ
承
と
言
乳
だ
け
れ
ど
も
ゞ
言
っ
て
募
れ
ば
、
そ
う
・

い
う
参
ク
な
深
が
前
提
の
上
嬉
少
な
く
ど
も
キ
リ
深
ト

教
や
イ
．
ス
ラ
ム
教
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
女
性
が
男
性
に

ぬ
ぐ
り
会
切
の
念
、
ま
た
男
性
が
女
性
に
錫
ぐ
り
会
う
の

も
神
の
恩
寵
だ
と
。
だ
か
ら
、
離
媛
は
で
き
戦
い
浄
で
ず

超
だ
げ
れ
ど
も
へ
ち
な
み
に
フ
ラ
ン
ス
は
ロ
ー
マ
ン
カ
ソ

リ
ッ
ク
の
国
で
あ
り
ま
す
鑓
我
が
行
っ
た
と
き
建
議

会
婚
が
鍛
近
ば
や
ら
な
い
ん
だ
と
や
法
律
婚
が
は
や
っ
て
ゞ

法
構
婚
は
離
婚
も
認
め
る
か
ら
と
Ｑ

ご
易
い
う
こ
ど
に
獲
っ
て
●
い
ま
す
か
ら
、
夫
婦
の
実
態
１
吋
Ｕ

も
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
や
そ
う
い
ｚ
緩
い
惰
一

鋪
雛
鱈
幾
縫
罎
撰
沸
鮮
蕊
確
噌
趣

み
ん
な
で
ガ
を
合
わ
せ
て
、
も
う
か
っ
て
裳
か
つ
た
よ
か
ゞ

っ
だ
§
海
外
旅
行
へ
行
こ
う
、
そ
れ
が
悶
予
承
悪
く
稜
っ

て
、
。
ど
う
も
》
罹
ち
い
こ
公
に
な
夢
た
と
い
う
峰
を
共
有
の

遮
命
と
し
て
営
受
し
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
藍
す
。
．

《
し
た
が
つ
く
．
そ
罰
い
う
婚
姻
と
か
情
義
性
に
つ
い
て

き
っ
ち
り
と
し
た
人
間
観
を
持
灰
た
上
で
湾
そ
の
上
で
民

漉
瀧
な
け
れ
ば
熊
ら
鞍
い
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
ず
燕
、
余

峠
り
魯
頚
告
し
て
い
な
い
露
鵠
獅
で
恐
縮
で
す
愛
↑
大
臣
の
窒
頚

鞍
御
所
見
を
承
り
た
い
と
思
い
ま
ず
α

。
金
田
国
務
犬
臣
土
屋
委
員
が
ら
恥
《
市
長
時
筏
の
櫛
経

験
も
踏
ま
え
て
、
い
ろ
い
ろ
灯
《
夫
婦
の
き
ず
な
の
強
さ
と

小
拭
た
巽
う
な
深
瞬
詰
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

私
ど
慈
建
主
債
務
者
の
配
偶
者
ど
い
う
こ
と
で
甲
し

ｏ
ｑ
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上
げ
窪
苛
と
、
個
人
率
業
主
に
関
し
ま
し
て
は
や
や
は
２
個
人
保
証
槌
依
存
し
過
ぎ
な
い
融
資
保
証
の
確
立
に
向
け
て
ほ
現
行
民
法
上
規
定
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
だ
．
・
だ
だ
、

籍
話
の
あ
っ
た
孟
艮
に
認
経
営
と
家
計
の
分
離
が
必
靜
し
て
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
蛍
い
り
た
…
な
と
は
思
っ
て
お
判
例
実
務
上
獄
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
》
・
産
で
Ｆ
今
回

も
希
分
で
捗
な
い
、
．
そ
し
て
主
侭
蕊
者
と
そ
り
配
偶
者
龍
り
ま
す
が
寵
だ
だ
い
ま
申
し
上
げ
た
よ
う
に
〈
配
偶
者
の
の
改
正
法
案
で
は
、
将
来
債
権
の
譲
渡
が
可
能
で
あ
る
と

篭
涛
的
挺
お
一
体
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
判
断
を
尊
重
も
し
て
い
き
た
い
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
い
う
》
達
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
規
定
が
競
設
を
さ
れ

配
偶
者
藍
保
証
人
と
す
る
浄
些
と
に
よ
っ
て
金
融
機
関
か
ら
、
患
次
第
で
あ
り
ま
す
負
で
お
り
ま
す
○

・
融
驚
藍
受
け
で
い
る
事
例
も
現
に
少
な
く
な
い
と
い
う
の
ｏ
土
屋
圭
）
委
員
あ
り
が
と
う
芦
」
ざ
い
ま
し
た
。
改
正
法
案
四
百
六
十
七
条
で
は
、
債
権
譲
渡
の
権
利
行

瀕
実
傭
で
あ
る
２
錘
こ
め
よ
う
に
受
け
と
め
て
お
り
或
毒
国
民
生
活
を
安
定
ざ
噂
繁
栄
ざ
糞
実
態
に
応
じ
た
侭
要
件
、
ま
だ
墓
一
署
対
抗
要
件
に
つ
い
言
現
行
民
法

吹
正
洪
薬
に
お
き
ま
し
て
ば
．
吾
動
し
た
融
疑
の
実
情
法
の
内
容
で
あ
る
と
思
い
圭
子
し
め
ま
た
，
そ
れ
に
墓
づ
第
四
百
六
十
七
条
の
内
奏
通
知
ま
た
は
承
諾
が
必
要
で

を
踏
雷
え
て
へ
主
債
務
者
が
個
永
蕊
業
主
で
あ
る
場
合
の
い
く
．
こ
れ
ら
を
広
く
国
民
に
知
ら
し
ぬ
る
と
き
に
は
、
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
維
持
し
た
上

ぞ
随
配
偶
者
に
つ
瞬
て
、
主
償
務
者
の
事
業
挺
現
に
従
事
‐
證
フ
い
う
こ
と
も
含
め
て
ぜ
ひ
し
っ
が
り
と
国
民
に
Ｐ
Ｒ
で
、
将
来
債
権
の
譲
渡
の
場
合
も
少
債
権
鵠
生
前
の
段
階

し
誇
味
る
こ
と
を
要
求
し
、
主
債
務
者
の
事
業
内
容
を
琴
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
て
、
き
塁
う
の
質
問
で
、
権
利
行
使
要
鋳
第
三
者
対
抗
要
件
、
↑
託
を
具
備

お
一
層
把
握
可
篭
溌
立
場
に
あ
る
場
合
に
限
定
を
し
て
、
を
終
わ
り
ま
す
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
‐
こ
の

隻
肌
醍
眼
，
’
」
趣
旨
に
つ
い
て
お
伺
い
い
た
し
表
す
。

例
外
ど
Ｌ
ｒ
扱
う
こ
と
と
い
た
し
で
お
り
表
す
。
き
ょ
う
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

、
こ
の
要
件
に
砿
当
ず
る
配
偶
者
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
○
鈴
木
委
員
長
次
に
？
國
重
徹
篝
‐
◎
小
川
政
府
参
考
人
毘
行
法
の
も
と
で
は
、
現
に
鵠
生

泌
を
主
債
務
者
の
保
証
人
と
ず
る
実
務
上
空
－
１
ズ
も
強
Ｏ
國
重
委
員
公
明
党
の
國
重
徹
で
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
日
し
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
将
来
債
横
の
譲
渡
の
対
抗
要
件

く
ま
た
》
か
匂
保
証
の
リ
ス
ク
を
認
識
す
る
こ
と
も
可
・
に
引
き
続
い
て
、
本
日
も
質
問
の
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
陣
つ
い
て
は
条
文
上
は
明
確
で
は
ご
ざ
い
蓑
せ
ん
菰
乎
判

龍
懇
も
の
皇
言
蒐
る
の
で
ば
漆
い
蕊
こ
の
坐
う
に
考
え
て
や
あ
り
が
ど
う
ご
ざ
い
表
す
。
．
例
紘
指
名
債
権
の
譲
渡
と
同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
．

て
お
り
漢
す
の
寛
・
公
証
人
種
よ
る
意
思
確
認
の
対
象
と
き
ょ
う
は
、
主
と
し
て
債
権
儀
渡
に
関
し
て
お
伺
い
し
、
具
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
ど
し
て
ご
ざ
い
ま
ず
。
‐

《
し
総
い
と
と
も
合
理
性
が
あ
る
ん
だ
域
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
ご
で
、
改
正
法
案
に
お
き
ま
し
て
は
蕊
民
法
を
国
民

て
い
為
溌
第
で
あ
り
茨
す
。
早
速
質
問
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
玄
ま
ず
、
債
権
一
般
に
わ
か
り
や
す
酌
も
の
と
ず
る
観
点
と
と
も
に
、
将

・
畠
の
讃
う
鐘
立
場
に
あ
り
ま
ず
配
偶
者
が
実
際
に
保
鉦
：
議
渡
の
中
で
も
、
将
来
償
樋
翌
謹
曙
ま
た
静
抗
要
件
に
采
俊
擢
の
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
具
備
の
方
法
を
明
確
に
し
、

次
と
な
る
が
ど
う
か
に
つ
い
て
健
配
偶
渚
の
意
思
に
ょ
関
し
て
何
つ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
竜
将
来
慨
槌
の
譲
渡
を
よ
り
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

る
と
蔓
る
も
ご
ざ
い
ま
爺
が
、
融
資
を
受
げ
る
こ
と
で
そ
・
中
小
企
業
に
と
っ
て
運
転
資
金
を
い
か
に
確
保
す
る
か
、
う
に
す
る
と
い
ゑ
観
点
か
頁
将
来
債
権
の
譲
渡
に
つ
い

の
議
莱
の
事
業
継
続
が
可
能
に
な
る
と
い
っ
た
よ
う
な
事
こ
拠
は
極
め
て
重
要
鞍
課
題
雲
）
ざ
い
ま
す
。
》
）
こ
最
廷
て
む
、
既
に
発
生
し
て
い
る
一
般
の
憤
権
の
譲
渡
と
同
じ

態
も
霧
だ
い
た
し
菫
ず
と
、
象
ず
か
ら
が
保
証
人
と
な
る
中
小
企
業
応
資
金
調
達
の
手
法
と
し
て
急
増
し
て
い
る
の
方
法
で
対
抗
要
件
を
具
備
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

ご
と
で
融
資
を
得
た
砿
と
い
う
配
偶
者
の
判
断
は
一
概
に
が
将
来
慨
権
の
譲
渡
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
、
中
小
企
と
を
明
文
化
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
重
す
。

軽
率
で
お
愚
と
が
安
易
で
あ
る
婆
は
断
じ
が
た
い
面
淑
あ
業
が
そ
の
蕊
業
に
お
い
て
将
来
発
生
す
る
売
り
掛
け
償
権
Ｏ
國
璽
委
員
そ
の
よ
う
祇
憤
梅
瀬
渡
、
寵
た
将
来
の
債

愚
と
増
え
ら
れ
ま
玄
を
売
買
等
に
よ
っ
で
談
渡
し
ま
し
て
そ
の
か
わ
り
に
資
．
権
溌
蝿
そ
れ
ぞ
れ
対
抗
要
件
は
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

、
し
た
が
い
ま
し
て
法
務
省
と
い
た
し
ま
し
て
は
灸
改
金
を
調
達
ず
蕊
一
）
う
い
っ
た
も
の
が
将
来
侭
擢
の
譲
渡
す
け
れ
ど
も
、
侭
権
が
二
重
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
債
権
が

歪
法
案
の
成
立
後
は
、
配
偶
者
に
よ
る
保
証
を
含
め
て
為
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
将
来
債
権
の
譲
遮
艇
つ
い
二
重
に
譲
渡
を
さ
れ
て
、
二
人
の
譲
り
受
け
人
が
と
ち
に

／
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